
令和７年度当初予算額

　　　　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他

引き上げ分の
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

総合社会福祉事業 28,577 42 0 0 3,188 25,347

障害者福祉事業 166,269 114,548 0 67 5,770 45,884

高齢者福祉事業 18,827 918 0 387 1,957 15,565

児童福祉事業 545,009 109,930 126,900 79,231 25,576 203,372

母子福祉・保健事業 24,952 15,829 0 104 1,008 8,011

小　　　　計 783,634 241,267 126,900 79,789 37,499 298,179

介護保険事業 99,195 4,177 0 0 10,614 84,404

国民健康保険事業 54,171 0 0 0 6,051 48,120

小　　　　計 153,366 4,177 0 0 16,665 132,524

後期高齢者医療事業 80,841 13,336 0 3 7,541 59,961

保健衛生事業 80,032 5,080 0 9,010 7,366 58,576

予防対策事業 46,866 6,547 0 60 4,497 35,762

小　　　　計 207,739 24,963 0 9,073 19,404 154,299

1,144,739 270,407 126,900 88,862 73,568 585,002

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【用語解説】
　社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費

　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民
　　　　　　　　生活の内容を豊かならしめることを目的とした施策に要する経費
　　　　　　　　事例）児童福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度
　　　　　　　　事例）国民健康保険、介護保険　など

　保健衛生：国民の健康を保つための施策に要する経費
　　　　　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など
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